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はじめに〜本⽇の狙い

IoTシステム
導⼊段階

IoTシステム
運⽤段階

 保護しなければ、第三者に権
利を取得されてしまうかも︕

 権利を取得すれば、ライセン
ス等で新たな事業展開も︕

 調査せずに導⼊すれば、第三
者の権利に抵触するかも︕

 ⽇々、取得されるデータの活
⽤こそがIoTの真髄︕

 データが新たな価値を⽣み出
す可能性も︕

知的財産による
保護⽅法を知る

リスク回避の⽅
法を知る

データの保護と
活⽤⽅法を知る
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⽬次〜スケジュール

1. 知的財産制度の基礎

2. 特許出願戦略
3. 特許調査の基礎
4. リスク回避戦略

5. 特許出願の実践
6. データの保護活⽤
7. Q&A

７０分

休憩

７０分

休憩

７０分
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知的財産権は何を保護するのか︖
1. 知的財産制度の基礎
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知的財産権の意義

知財で護って有利に戦いますか？ 弱者（知財無し）の立場でいいですか？
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■ 発明であること（特２９条１項柱書）

発明とは、⾃然法則を利⽤した技術的思想の創作のうち⾼度のものをいう（特２条１項） 。
物の発明、⽅法の発明、製造⽅法の発明がある（特２条３項） 。

■ 産業上利⽤可能性があること（特２９条１項柱書）
利⽤できない例︓医療⾏為（⼿術⽅法、治療⽅法など）に関する発明

■ 新規性があること（特２９条１項各号）
世の中に知られる前に出願しなければ特許を受けられない。

例︓テレビ、書籍、インターネットでの発表および製品の販売

■ 進歩性があること（特２９条２項）
当業者が容易に思いつくような発明は特許を受けられない。

例︓従来製品の⼀部の単純な置き換え・・・キャスター付机
従来作業のコンピュータ化・・・伝票集計システム

特許の主要な要件
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特許権取得の⼿続き

出願⼈が⾏う⼿続きは４つ
■特許出願
願書、明細書、請求の範囲、

図⾯、要約書をオンラインで
提出
■審査請求
出願と同時でも可能

■拒絶理由通知への応答
意⾒書・補正書の提出

■特許料の納付
３年分をまとめて納付
査定から３０⽇以内

３つの番号

未請求は
取下扱い

拒絶査定

各種応答

３年

１年６⽉

出願

⽅式審査

出願公開

審査請求

実体審査

特許査定

特許料納付
（設定登録）

出願番号
特願201８-******

公開番号
特開201８-******

特許番号
特許第*******号
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著作権 特許・実⽤新案・意匠・商標
権利発⽣ 作品の完成（登録不要）

 公報などによる調査不可
 結構、バーチャルな権利

登録によって権利発⽣
 公報によって調査可能
 権利の存否が客観的に明らか

保護対象 著作物（いろいろある）
⽂学、学術、美術、⾳楽
編集、データベース、プログラム

発明、考案、意匠、商標

権利内容 財産権＋著作者⼈格権 財産権（⽐較的シンプル）

保護期間 ⻑い＆ややこしい︕
通常の著作物＝作者の死後70年
法⼈著作物＝公表後70年
映画の著作物＝公表後70年

権利は除夜の鐘とともに消える︕

特許＝出願から20年
実⽤新案＝出願から10年
意匠＝登録から20年
商標＝登録から10年（更新可能）

相対的権利 他⼈の著作物に依拠しなければ侵害に
ならない
（完全に独⾃の創作なら⾮侵害）

他⼈の権利の存在を知らなかった場合
でも、権利侵害は成⽴

外国の取扱 ベルヌ条約等に基づいて保護
©マークは必要︖

各国ごとに出願・登録が必要
（国際登録制度あり）

9

著作権の法知識
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サーバ
・データ保存
・解析 （AI)

フィードバック情報収集

IoTシステムを保護する知的財産権

特許 ◎
センサ、収集技術など

◎
解析技術など

◎
インタフェースなど

意匠 × × △
インタフェース画面

商標 ×
ただし、テクノロジーブランディングの余地はある

著作権 ○
情報収集プログラム

○
解析プログラム

○
インタフェース画面
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テクノロジーブランディング

 技術⾃体に名称を付し、技術を「魅せる」化する
 技術⾃体を⼀つのブランドとして売り込むことが可能
 （例）シャープのプラズマクラスター（商標登録4729159他）など

https://jp.sharp/kuusei/plasmacluster/index.htmlより
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先使⽤権（せんしようけん）
特許権 先使用権

独占排他権
・差止請求権
・損害賠償請求権

特許出願

出願審査請求・審査

特許査定・登録

以下の要件により
自動的に権利発生

• 独自に知得

• 相手の出願日前から
実施または準備

• 継続して実施

権利の効力 無償の通常実施権

権利発生

特許公報

公開公報

・公知になる前に出願
・広い権利範囲を確保

（出願から３年以内）

【メリット】
権利の存在が明確
強い権利

【メリット】
手続不要
内容非公開
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事業

発明完成

研究開発

事業準備 形式変更

設計図・仕様書

作業日誌

カタログ・商品取扱説明書

サンプル・製品自体

事業計画書

設計図・仕様書

見積書

技術成果報告書

•発明提案書

•研究開発完了報告書

研究ノート

技術成果報告書

•実験報告書、

•研究開発月報 等

設計図・仕様書

事業開始決定書

請求書

納品書・受注書

作業日誌

カタログ・商品取扱説明書

サンプル・製品自体

特許庁 「戦略的な知財管理について」より

先使⽤権の⽴証のための資料について
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出願すべきか否か︖〜考慮すべき事項
２．特許出願戦略

秘匿する価
値がある
か？

他社に権利
を取得され
る可能性？

特許性
ありか？

出願費用？

国外展開の
可能性？

秘匿できる
のか？

侵害発見
できるか？

事業上の
重要性？

公開されて
よいか？

模倣され
やすい？

先使用権確
保の労力？
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特許性があるか？

グローバルに展開

するビジネスか？

秘密としての管理が

可能な技術か？

（管理体制も含む）

侵害発見が

困難な技術か？

管理労力に見合う

秘匿価値があるか？

放置orノウハウ

積極的に出願を

する意義なし

特 許 出 願

（ノウハウの不用意な開示を避ける工夫）
先使用権制度

先使用権制度を活用するか、
特許出願するかは、５段階で
判断する

ＹＥＳ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＮＯ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

ＹＥＳ

秘匿するか否かの判断〜5  STEP  METOD
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これらを確実に行うためには？

先使用権の確保 秘密管理

• 立証のための資料の保管
• 一日でも早い事業実施

• 技術（資料）へのアクセス制限
• 秘密漏洩に対する社員教育・秘密保持契約

• 対象となる技術を明確にすることが必要

• 先使用権は特許権に対する抗弁権なので、特許権を意識した形式が好ましい

具体的手順

特許の対象となり得る技術 出願書類に準じた形式（明細書，特許請求の範囲，図面）

で技術の明確化

特許の対象とならない技術 文書（形式不問）で技術の明確化

秘匿する場合の措置〜秘匿＝放置ではない
秘匿するからといって、何もしなくて良い訳ではない！
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３．特許調査の基礎
公報の読み⽅
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研究開発研究開発

特許出願特許出願

製品開発製品開発

紛 争紛 争

先行技術調査

侵害予防調査
（Freedom To 
Operate調査）

無効調査

 出願しようとしている発明の新規
性・進歩性を否定する文献（公開
でもよい）を探す

 各文献の全体（明細書、特許請求
の範囲、図面）が調査対象となる

 自社の製品を、権利範囲に含む特
許（既に権利化されているもの）
を探す

 特許請求の範囲が調査対象となる

 相手の特許の請求項に書かれてい
る発明の新規性・進歩性を否定す
る文献（公開でもよい）を探す

 無効にできる文献を想定して調査
 各文献の全体が調査対象となる

特許情報の調査〜調査⽬的
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特許調査のツール
無料のツール無料のツール

Google特許検索
https://www.google.co.jp/advanced_patent_search

J-PlatPat
https://www.j-platpat.inpit.go.jp/

有料のツール有料のツール

JP-NET
ＮＲＩサイバーパテントデスク２
HYPAT-I
など

＜メリット＞
 キーワードの近接検査
 検索式の組み合わせ多彩（特許分類、

キーワードの組み合わせなど）
 グループ間検索 など
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調査⽅法
分類検索分類検索

IPC 国際的に統一して設定した分類コード

FI記号 IPCの特定の分野を細分化した日本独自

の記号

Fターム FIを技術分野（テーマコード）ごとに技

術観点から細区分したもの

キーワード検索キーワード検索

 発明に関連するキーワードで検索
 先行技術調査→全文を対象

FTO調査→全文or特許請求の範囲
 可能な限り多くの類義語を用いる
 「～を含まない」検索は御法度

 キーワードに関わらず網羅的に調査が
可能

 適切な分類の指定が重要

一長一短あり
両者を併用することが好ましい
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分類コードの探し⽅
J-PlatPatのパテントマップ
ガイダンスのキーワード検
索を利用して調査対象の分
類を調べる

分類は階層構造になっているので、
上位階層から全体を確認する
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J-PatPatを利⽤した検索⽅法
 J-PlatPatの特許・実用新案検索を利用
 サブメニューで入力項目を選択して、それぞれ入力する
 論理式を用いると、より複雑な検索式の設定が可能となる
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特許調査の⼿順（1）

先行技術調査

侵害予防調査

無効調査

発明のポイントを把握する

自社の製品を、権利範
囲に含む特許（既に権
利化されているもの）
を探す

相手の特許の請求項に
書かれている発明の新
規性・進歩性を否定す
る文献（公開でもよ
い）を探す

出願しようとしている
発明の新規性・進歩性
を否定する文献（公開
でもよい）を探す

ポイントが開示された文献を調査する
（どこに記載されていてもよい）

製品のポイントを抽出する

ポイントを権利範囲とする文献を調査する
（特許請求の範囲に記載されていることが必要）

対象となる特許のポイントを把握する

ポイントが開示された文献を調査する
（どこに記載されていてもよい）

無効にできそうな複数のポイントに分解する
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特許調査の⼿順（2）

スクリーニング
検索された各文献を1件ずつ見て、

絞り込みを行う

調査対象のポイントを文章で表現してみる
例）数種類のテイスティング用日本酒を試飲し、それぞ

れに対する評価を入力すると、人工知能が、自分の
好みに適した日本酒銘柄を選択してくれるシステム

お試し検索
キーワードを抽出して、検索をしてみる

（概ね近いものを1～2件見つけることが目的）

本検索
お試し検索で見つかった文献を手がかりにして、

分類コード、キーワードを抽出し、
それらの組み合わせによって検索を行う
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考慮すべき事項
４．リスク回避戦略

設計変更の
余地あり？

権利存在の
可能性？

調査費用？

侵害発見
されるか？

事業への
影響？

本格導入

するシステ
ムか？

損害額は？

先使用権確
保できる？

 侵害回避のためには、特許調査が必要
特許権侵害では、過失が推定される
「特許権の存在を知らなかった」という⾔い訳（抗弁）は通⽤しない
 しかし、完璧な調査はあり得ない
 リスクと費⽤・労⼒とのバランスを考える
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侵害予防調査（FTO調査）の⼿順

スクリーニング
検索された各文献を1件ずつ見て、

侵害の可能性について概略評価を行う
併せて、詳細な検討を要する特許を抽出

対象となるシステムについて、
特許が成立しそうなポイントを抽出する

調査費用・リスクを考慮して
調査範囲を絞り込む

調査実行（手法自体は先行技術調査と同様）

鑑定
詳細な検討を要する特許については、

出願過程の資料（包袋）を取り寄せ鑑定
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A特許権

危ない特許が⾒つかったら︖

システム
α

B特許権

システム
α1

設計変更

システム
α2

敵は⼀つとは限らない
設計変更後に他の特許権に抵触しないように注意

無効資料調査

実施許諾を求める?

負けを認める
ことになるので、
できればしたくない
どうするか︖
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事例

http://www.naro.affrc.go.jp/project/results/4th_laboratory/nire/2017/17_070.htmlより

 ポンプは常時稼働が求められる。
 重⼤な故障が発⽣しないよう点検、整

備、運転の制御などが必要となる。

故障の検知・予知を可能にしたい

 各種センサ（電流センサ、回転数セン
サ、振動センサ、⾳響センサ）をポンプ
に取り付けて情報取得

 ポンプの潤滑油中の状態を計測し、記
録するようにした

 過去のデータに基づいてAIで故障の検
知・予知を判断するようにした

（注）右図の資料とは無関係です。

5．特許出願の実践
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検討⼿順

特許を狙えそうなポイント（発明）を抽出する

特許性のあるものに絞り込み

重要性を評価
・自身の事業を護るために重要か？
・第三者に権利行使できるか？

予算を考慮して出願案件を決定

以下の検討手順は、同時並行や行きつ戻りつしながら渾然と行われることが多い
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事例検討
＜事例＞について、特許を狙えそうなポイント（発明）を抽出して下さい。
ポンプの故障の検知・予知の先行技術はないものと仮定して構いません。

（解説資料は当日、配布いたします。）
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データの価値
6．データの保護活⽤

IoT
システム

稼働
データ

稼働
データ

稼働
データ

稼働
データ

「現実」の稼働データ

 日々、データが「蓄積」される → ビッグデータ

「解析」によって
価値が生まれる

稼働率、生産性の管理
装置の故障予測
製品の品質管理
製品に問題が生じたときのトレース
在庫管理
需要予測
：

 データ自体や解析結果（学習モデ
ル）が売り物になる可能性も。

 データ取得、解析のノウハウが新
たな事業になる可能性も。

 様々な利用価値
（当初想定していなかった
価値を生じることも）
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データ保護の困難性

所有権  所有権は、有体物を対象とする概念なので、デー
タ（無体物）は所有権の対象とならない

 データの保有権を表す⽤語として、データオー
ナーシップが⽤いられることがあるが、法的な定
義が定まっている訳ではない

特許権  データ（またはデータ構造）について、特許が認
められるためには、当該データを⽤いた技術的な
処理との結びつきが必要

 IoTで得られる単なる稼働データでは不可
著作権  データベースとして保護されるためには、素材の

選択または体系的な構成に創作性が必要
不正競争防⽌法  営業秘密として保護を受けるためには、①秘密管

理性、②有⽤性、③⾮公知性が必要
不正競争防⽌法  限定提供データ（相当量蓄積され、ID・パスワー

ド等により管理されたデータ）の不正取得・使⽤
等が不正競争⾏為となる（改正法）

 データの法的保護には、決め手がないのが実状
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データ契約における注意

以下の事項を考慮する！

 自身によるデータの「利用権限」（編集・解析等を含む）は確保されているか？

 相手方も何らかのデータを生成する場合は、相手方のデータの「利用権限」が確保

できているか？

 派生データ、学習モデルなどの「利用権限」は確保されているか？

 自身の営業秘密・ノウハウがデータとして相手方に提供されないか？

 データが相手方から、更に先に無制限に提供されることを容認していないか？

 データの提供は適法か？（特に個人情報など）

 データの欠如、不備、精度、量等によって自身が責任を負う形となっていないか？
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まとめ
1. 知的財産制度の基礎

IoTシステムを保護するのは特許権が主役
内容を秘匿する場合には先使⽤権の活⽤を考える

2. 特許出願戦略
出願するか否かは、5STEPで考える
秘匿する場合でも、先使⽤権確保のための努⼒は必要

3. 特許調査の基礎
公報の読み⽅（請求項が権利範囲となる）
調査には、先⾏技術調査、侵害予防調査、無効調査がある

4. リスク回避戦略
完璧な侵害予防調査はない（リスクと労⼒・費⽤のバランスを考える）
危ない特許が⾒つかった時には、対処を検討する

5. 特許出願の実践
特許性のあるポイントの抽出は難しい︕

6. データの保護活⽤
データは契約で護るしかない
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